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津市道の駅津かわげの設置及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。 

  平成２７年４月２２日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第３３号 

   津市道の駅津かわげの設置及び管理に関する条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、津市道の駅津かわげの設置及び管理に関する条例（平成

２７年津市条例第６号。以下「条例」という。）第１５条の規定に基づき、

条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（指定管理者の指定の申請） 

第２条 条例第７条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、道

の駅津かわげ指定管理者指定申請書（別記様式）を市長に提出しなければな

らない。 

２ 条例第７条第４号の市長が必要と認める書類とは、次に掲げる書類とする。

 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

 登記事項証明書（法人に限る。） 

 国税及び地方税の納税証明書 

 その他市長が必要と認める書類 

 （休業日） 

第３条 道の駅津かわげ（以下「道の駅」という。）は、無休とする。ただし、

指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨

時に休業日を定めることができる。 

 （利用時間） 

第４条 道の駅を利用することができる時間（以下「利用時間」という。）は、

午前９時から午後６時まで（駐車場及びトイレにあっては、午前０時から翌

日の午前０時まで）とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるとき

は、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間（駐車場及びトイレに係るもの

を除く。）を変更することができる。 

（入場の制限） 

第５条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を



拒否し、又は退場させることができる。 

 感染性の疾病のある者 

 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の類を携帯する 

 者 

 その他管理上支障があると認められる者 

（遵守事項） 

第６条 道の駅を利用する者（以下「利用者」という。）は、次に掲げる事項

を守らなければならない。 

 許可なくして所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しない

こと。 

 許可なくして物品の展示若しくは販売をし、又は募金等の行為をしない

こと。 

 許可なくして張り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。 

 許可なくして所定の場所以外へ立ち入らないこと。 

 他人に危害及び迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

 その他管理上必要な指示に従うこと。 

（届出） 

第７条 利用者は、施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに

その旨を市長に届け出なければならない。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理及び運営に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成２８年４月２４日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

２ 指定管理者の指定のための手続その他の必要な準備行為は、この規則の施

行の日前においても行うことができる。 



別記様式（第２条関係） 

道の駅津かわげ指定管理者指定申請書 

  年  月  日   

  （宛先）津市長 

                    （〒   ） 

                    所在地 

                申請者 名 称              

                    代表者氏名        

                    電 話 

道の駅津かわげに係る指定管理者として指定を受けたいので、関係書類を

添えて申請します。 

添付書類 

 道の駅津かわげの管理に係る事業計画書 

 道の駅津かわげの管理に係る収支計画書 

 申請者の経営状況を証明する書類 

 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

 登記事項証明書（法人に限る。） 

 国税及び地方税の納税証明書 

 その他市長が必要と認める書類 



津市告示第９３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２４年津市告示第３２号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

平成２７年４月１７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

久居団地自治会 

  三重県津市久居野村町３７２番地１０ 

代表者 林   明 志 

２ 変更に係る事項 

 事務所の所在地 

変更前 三重県津市久居野村町３７２番地１２ 

変更後 三重県津市久居野村町３７２番地１０ 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
村 田   努 

三重県津市久居野村町３７２番地１２ 

変更後 
林   明 志 

三重県津市久居野村町３７２番地１０ 

３ 変更の理由及び年月日 

平成２６年４月２０日の定期総会において代表者が選任されたため。 



津市告示第９４号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができる。 

また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して３

０日以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、次のいずれかに該当するときは、当該異議申立てについての決定を経

ないで、審査請求をすることができる。 

⑴ 異議申立てをした日の翌日から起算して３箇月を経過しても決定がない

とき。 

⑵ その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

平成２７年４月１７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 職権消除した住民票 

住 所 氏 名 生 年 月 日 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○○

○○○○○○○○ 

○ ○ ○ ○ ○ ○

○○○○○○○

○ ○○○○○

○ 

○○○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○ ○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○○

○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○○

○○○ 

○○ ○ ○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○○

○○○○○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○○ 



○○○○○○○○○○ ○○○

○○○○○○○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○○

○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ ○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○

○○○○○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ ○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○○○○○○

○○ ○○ ○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○ 

○○ ○○○ ○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○○○○○○

○○ ○○○○

○○○○○ 

○○○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○○○ ○○○○○ ○

○○○○ ○○

○○○ 

○○○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ ○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○

○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○

○○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○

○○ ○○ ○○○○○○○○○○○



○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○ 

○ ○ ○ ○ ○ ○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○ 

○○○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○○○○○○ 

２ 消除した年月日 

  平成２７年３月２５日 



津市告示第９５号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができる。 

また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して３

０日以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、次のいずれかに該当するときは、当該異議申立てについての決定を経

ないで、審査請求をすることができる。 

⑴ 異議申立てをした日の翌日から起算して３箇月を経過しても決定がない

とき。 

⑵ その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

平成２７年４月１７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 職権消除した住民票 

  住  所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

  氏  名 ○ ○ ○ 

  生年月日 ○○○○○○○○○○ 

２ 消除した年月日 

  平成２７年３月３１日 



津市告示第９６号 

 津市刊行物の売払代金の徴収業務の事務を、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基づき次の者に委託したので、同条

第２項の規定により告示する。 

  平成２７年４月１７日 

     津市長 前 葉 泰 幸   

徴収業務を行う場所 受  託  者 委託期間 

青山書店 津市羽所町３４５番地 第１ビル内 

青山書店 

平成２７年４月１日から 

平成２８年３月３１日まで 

三和書店 津市一身田町７６５番地 

三和書店 

平成２７年４月１日から 

平成２８年３月３１日まで 

BOOKS 金青堂 イオン

久居店 

津市久居本町１４９４番地 

有限会社金青堂書店 

平成２７年４月１日から 

平成２８年３月３１日まで 

別所書店（修成店、津

駅店、イオン津店） 

津市中央５番地２１ 

株式会社別所書店 

平成２７年４月１日から 

平成２８年３月３１日まで 



津市告示第９７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５２条第１項の規定により、平

成２７年４月２４日から同月２６日までの間、副市長葛西豊一が市長の職務を

代理する。 

  平成２７年４月１７日 

津市長 前 葉 泰 幸   



津市告示第９８号 

 下記の者の 差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）及び充当通知書 は、住

所居所不明のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規

定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２７年４月２０日 

津市長 前 葉 泰 幸  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○ 

○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 差押調書（謄本）、配当

計算書（謄本）及び充当

通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第９９号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２７年４月２０日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

７１２７７２８ 平成２６年１０月１日 平成２７年３月１９日

９２３２０７１ 平成２６年１０月１日 平成２７年３月２０日

９２２１２４７ 平成２６年１０月１日 平成２７年３月２４日



津市告示第１００号 

平成２７年産の大豆に適用する単位当たり共済金額等を津市農業共済条例第

１１０条第２項の規定により次のとおり告示する。 

平成２７年４月２０日 

津市長 前 葉 泰 幸   

共済目的 

の種類等
区域 引受方式 単位当たり共済金額 

共 済 

掛金率

農家負 

担共済 

掛金率

大豆１類 津市 

半相殺 

交付農業者以外 

円

1,140 

％

6.6 

％

2.970 

交 付 農 業 者 3,230 6.6 2.970 

種 子 用 3,780 6.6 2.970 

全相殺 

交付農業者以外 1,140 8.4 3.780 

交 付 農 業 者 3,230 8.4 3.780 

種 子 用 3,780 8.4 3.780 

一 筆 

交付農業者以外 1,140 6.2 2.790 

交 付 農 業 者 3,230 6.2 2.790 

種 子 用 3,780 6.2 2.790 

この表において「単位当たり」とは、１０キログラム当たりとする。 

交付農業者とは、経営所得安定対策実施要綱（平成２３年４月１日付け２２経

営第７１３３号農林水産省事務次官依命通知）第７の４の畑作物の直接支払交付

金の交付申請をし、かつ、その交付を受ける者をいう。 



津市告示第１０１号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項の規定に基づき撤去

し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

 平成２７年４月２２日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年 ４月 １日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ４月 ２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ４月 ６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ４月 ７日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ４月１０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ４月１３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ４月１４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ４月１５日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ４月１５日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫 

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１０２号  

 下記の者の督促状は、住所居所不明のため、送達することができないので、

国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）第７８条により準用する地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２７年４月２３日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 
送達を受けるべき 

文書 

○○○○○○○○○○○○○

○ 
○○ ○○ 

督促状（平成２４年

度国民健康保険料第

９期、平成２５年度

国民健康保険料第１

期～９期） 



津市告示第１０３号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２７年４月２７日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２２１８０２ 平成２６年１０月１日 平成２７年４月６日

１８４４０ 平成２６年１０月１日 平成２７年４月８日

４６０１２１ 平成２６年１０月１日 平成２７年４月８日

９２０６８９５ 平成２６年１０月１日 平成２７年４月１３日



津市告示第１０４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年津市告示第１４号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成２７年４月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  一区自治会 

  三重県津市一志町波瀬２４６５番地 

  代表者 竹 内  実 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
竹 内  実 

三重県津市一志町波瀬２４６５番地 

変更後 
北 出  太 

三重県津市一志町波瀬２４６６番地 

３ 変更年月日 

  平成２７年３月２８日 

４ 変更の理由 

地縁による団体の代表者が、平成２７年３月２８日の定期総会において新

任されたため 



津市告示第１０５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年津市告示第１１号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成２７年４月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  向川原自治会 

  三重県津市一志町大仰７４番地 

  代表者 岡 野 茂 樹 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
中 西 一 彦 

三重県津市一志町大仰３６８番地３ 

変更後 
岡 野 茂 樹 

三重県津市一志町大仰７４番地 

３ 変更年月日 

  平成２７年４月１１日 

４ 変更の理由 

地縁による団体の代表者が、平成２７年４月１１日の定期総会において新

任されたため 



津市告示第１０６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年津市告示第３５号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成２７年４月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  安東町跡部自治会 

  三重県津市安東町７３９番地３ 

   代表者 長谷川 明則 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
西村 啓太 

三重県津市安東町１２７０番地 

変更後 
長谷川 明則 

三重県津市安東町７３９番地３ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２７年３月１日の総会において改選され

たため。 



津市告示第１０７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２０年津市告示第２０号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成２７年４月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  片田久保町自治会 

  三重県津市片田久保町２２８番地 

   代表者 野田 文一 

２ 変更に係る事項 

   主たる事務所の所在地

変更前 三重県津市片田久保町４７７番地１ 

変更後 三重県津市片田久保町２２８番地 

   代表者の氏名及び住所

変更前 
田中 源郎 

三重県津市片田久保町４７７番地１ 

変更後 
野田 文一 

三重県津市片田久保町２２８番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２７年３月２９日の定期総会において

改選されたため。 



津市告示第１０８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成６年津市告示第７５号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２７年４月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  片田志袋団地自治会 

  津市片田志袋町３００番地１６９ 

   代表者 渡辺 孝 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
村上 哲生 

三重県津市片田志袋町３８４番地 

変更後 
渡辺 孝 

三重県津市片田志袋町３００番地１６９ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２７年４月５日の定期総会において改選

されたため。 



津市告示第１０９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成５年津市告示第６４号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２７年４月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸    

１ 届出者 

  つつじが丘自治会 

  三重県津市渋見町６３０番地１４２ 

   代表者 田和 實 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
大垣内 福己 

三重県津市長岡町７４８番地２ 

変更後 
田和 實 

三重県津市渋見町６３０番地１４２ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２７年４月１９日の通常総会において改

選されたため。 



津市告示第１１０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年津市告示第３９９号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２７年４月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  西千歳ヶ丘自治会 

  三重県津市垂水２９２７番地５０ 

   代表者 恩田 武 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
奥村 治雄 

三重県津市垂水２９２７番地１５０ 

変更後 
恩田 武 

三重県津市垂水２９２７番地５０ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２７年４月１９日の通常総会において改

選されたため。 



津市告示第１１１号

 騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）第４条第１項の規定により、特定工

場等において発生する騒音の規制基準（平成２４年３月３０日津市告示第６８

号）の一部を次のように改正し、平成２７年５月１日から施行する。

  平成２７年４月３０日

津市長 前 葉 泰 幸  

 第２項中「並びに老人福祉法」を「、老人福祉法」に改め、「特別養護老人

ホーム」の次に「並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保

連携型認定こども園」を加える。



津市告示第１１２号

 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準（昭和４３年厚生省

・建設省告示第１号）別表第１号及び振動規制法施行規則（昭和５１年総理府

令第５８号）別表第１付表第１号の規定により市長が指定する区域（平成２４

年３月３０日津市告示第６９号）の一部を次のように改正し、平成２７年５月  

１日から施行する。

  平成２７年４月３０日

津市長 前 葉 泰 幸  

 表中「並びに老人福祉法」を「、老人福祉法」に改め、「特別養護老人ホー

ム」の次に「並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携

型認定こども園」を加える。



津市告示第１１３号

 振動規制法（昭和５１年法律第６４号）第４条第１項の規定により、特定工

場等において発生する振動の規制基準（平成２４年３月３０日津市告示第７２

号）の一部を次のように改正し、平成２７年５月１日から施行する。

  平成２７年４月３０日

津市長 前 葉 泰 幸  

 第２項中「並びに老人福祉法」を「、老人福祉法」に改め、「特別養護老人

ホーム」の次に「並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保

連携型認定こども園」を加える。



津市告示第１１４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年美里村告示第２５号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２７年４月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  北長野自治会 

  三重県津市美里町北長野１５４５番地 

   代表者 行 岡 明 弘 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
三重県津市美里町北長野１４９２番地 

 岡 喜理夫 

変更後 
三重県津市美里町北長野１５４５番地 

 行岡 明弘 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が平成２７年４月１８日の総会により変更になっ

たため 



津市公告第５４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２７年４月２２日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２７年４月１６日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市垂水字丸山298番1ほか6筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市高茶屋小森町4000番地2

  株式会社川﨑ハウジング中部 

  代表取締役 川﨑昌美 



津市公告第５５号 

 津市平成２７年度基幹情報システム更新、運用業務等について、次のとおり

プロポーザルを実施するので、公告します。 

  平成２７年４月２３日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 業務概要 

 業務名   津市平成２７年度基幹情報システム更新、運用業務等 

 契約期間  契約締結日から平成３３年３月３１日まで 

 提案上限額 下表のとおり（消費税及び地方消費税を含まない額） 

単位：千円 

年 度 平成 27 年度 平成 28 年度から平成 32 年度まで 

上限額 1,025,720 832,331（1 年度当たり） 

２ 参加資格要件 

  本企画提案に参加できる者は、参加資格要件の全てを満たす津市に本店又

は支店等を有する者若しくは、参加資格要件の全てを満たす企業を代表企業

とし、地元企業（津市に本店又は支店等を有し、下記 ～ の参加資格要件

を満たす者。）との共同の事業体（コンソーシアム方式）であること。 

 津市契約規則(平成１８年津市規則第４０号)第７条に規定する津市競争

入札参加資格者名簿に登載されていること。登載されていない場合にあっ

ては、以下の書類を提出し確認を受けていること。 

ア 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

イ 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登記

簿謄本） 

ウ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されてい

ないことの証明書 

エ 財務諸表（法人及び個人） 

オ 印鑑（登録）証明書 

カ 本市の区域内に事業所を有する法人にあっては、市税に係る事業所の

完納を証明する書類 

キ 本市の区域内に事業所を有する個人にあっては、市税に係る完納を証



明する書類 

ク 法人にあっては、法人税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未

納税額のない証明書 

ケ 個人にあっては、所得税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未

納税額のない証明書 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定す

る一般競争入札の参加者の資格を有していること。 

 津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停

止を受けている者でないこと。 

 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、

及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年

法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更正手続き開始の

申し立てがなされている者でないこと。 

 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続き開始の

申し立てがなされている者でないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けている者でないこと。 

 本業務の実施予定組織・部門がISO/IEC27001:2005、JIS Q 27001:2006、

ISMS 認証基準（Ver.2.0）に基づく情報セキュリティマネジメントシステ

ム（ISMS）適合性評価制度又はプライバシーマーク制度の認証によるプラ

イバシーマーク使用許諾のいずれかを受けていること。 

 本業務の実施予定組織・部門がISO9001の認証を取得していること。 



 本プロポーザル公告日を過去５年以内に人口10万人以上の自治体への基

幹系業務システムの導入実績を有すること｡ 

３ プロポーザル実施スケジュール 

公告 平成２７年４月２３日（木）から 

６月 １日（月）午後４時まで 

実施要領等の配布 平成２７年４月２３日（木）から 

     ５月１４日（木）午後４時まで 

参加意思表明書提出期限 平成２７年５月１４日（木）午後４時まで 

質問書の受付 平成２７年４月２３日（木）から 

     ５月１９日（火）午後４時まで 

質問書の回答期限 平成２７年５月２５日（月） 

参加申込書及び提案書提出

期限 

平成２７年６月 １日（月）午後４時まで 

第１次審査（書面審査） 平成２７年６月 ８日（月）から 

     ６月１０日（水）まで 

第１次審査結果通知 平成２７年６月１２日（金）まで 

第２次審査（プレゼンテー

ション及び質疑応答） 

平成２７年６月１６日（火） 

審査結果通知 平成２７年６月１７日（水）以降速やかに 

４ 実施要領等の配布 

 実施要領等は、津市ホームページ当該企画提案記事内からダウンロード

をすること。 

５ 契約の相手方の最優先候補者の選定について 

提案書は、次期基幹情報システム等構築業務企画提案方式審査委員会にお

いて審査し、最も高い評価を得た提案を行った提案者を契約の相手方の最優

先候補者（以下「最優先候補者」という。）として選定する。 

６ 契約の締結について 

審査の結果、最優先候補者として選定された提案者と契約に関する協議を

行い、契約の締結を行う。 



なお、最優先候補者との協議が整わない場合、最優先候補者に次いで高い

評価点を得た提案者と順次契約に向けての協議を行う。 

７ その他 

  本プロポーザルに関する詳細は、「津市平成２７年度基幹情報システム更

新、運用業務等に係るプロポーザル実施要領」による。 

【問い合わせ先】 

津市総務部情報企画課 

電話 ０５９－２２９－３１１８ 

FAX  ０５９－２２９－３１１９ 



































津市公告第５７号

 条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号。以下「令」という。）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平

成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の規定により、次

のとおり公告します。

  平成２７年４月２７日

                    津市長 前 葉 泰 幸 

１ 入札に付する事項

(1) 委託業務名

   新地方公会計制度財務書類４表（平成２６年度決算）作成業務委託

(2) 契約期間

   契約締結日から平成２８年２月２９日（月）まで

２ 入札参加者に必要な資格

  本件の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当

する者とします。

(1) 令第１６７条の４の規定に該当しないこと。

(2) 平成２７年度津市競争入札参加資格者名簿（平成２７年４月１日時点）

に登載されていること。

(3) 本公告から入札までの期間において、本市から指名停止等を受けていな

いこと。

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始を申し

立てた者若しくは決定を受けた者又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づく再生手続開始を申し立てた者若しくは決定を受けた者でな

いこと。

(5) 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

いこと。

３ 入札参加申込書等の配付について

(1) 期間 平成２７年４月２７日（月）から５月１５日（金）まで

(2) 場所 津市政策財務部財政課（市本庁舎４階）又は津市ホームページ「入

札情報」からダウンロード

４ 仕様書等に関する質問等について

(1) 委託業務仕様書等の内容について質問がある場合は、指定の「仕様書等

に関する質問書」により質問項目を御提出ください。



ア 提出期限 平成２７年５月８日（金）午後５時１５分まで

イ 提出場所 津市政策財務部財政課（市本庁舎４階）

ウ 提出方法 持参、ファクス又は電子メール

エ その他  電話・口頭等によるものや提出期限を過ぎて提出された質

問については、受け付けません。

(2) 質問に対する回答

   質問項目に対する回答につきましては、５月１１日（月）に津市ホーム

ページ「入札情報」にて掲載します。

   なお、回答は質問項目及びそれに対する回答のみとし質問者の氏名等は

公表しません。

   また、回答に対する再質問は受け付けませんので、質問書には質問内容

を明確に記載してください。

５ 入札参加資格の確認等

(1) 本件の条件付一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書等

を提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。

 ア 提出期限 平成２７年５月１５日（金）午後５時１５分必着

 イ 提出場所 津市政策財務部財政課（市本庁舎４階）

 ウ 提出方法 持参又は郵送

         郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法に

よるものとします。

(2) 提出書類

津市条件付一般競争入札参加申込書等について

  なお、津市条件付一般競争入札参加申込書等には、津市競争入札参加資

格者名簿登載の会社名（支店又は営業所名）、代表者氏名を必ず記入し、印

鑑は入札参加資格審査申請時に届け出た使用印（社印、代表者印）を押印

してください。入札参加資格の審査結果については、平成２７年５月１９

日（火）に文書にて通知します。

６ 入札及び開札の日時等

  平成２７年５月２５日（月）午後２時から

  なお、入札時（入札開始前）には入札者確認票を提出してください。（入札

用封筒に入れずに入札会場へお持ちください。）代表者本人が参加する場合

でも必要となります。

７ 入札及び開札の場所

  津市役所 財政課会議室（市本庁舎４階）

８ 入札保証金



  免除

９ 入札の無効

  規則第１９条各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

10 契約保証金

  契約金額の１００分の１０以上。ただし、規則第２８条第１項各号のいず

れかに該当する場合は免除とします。

11 その他の注意事項

(1) 指定の入札書により、仕様書に基づき入札金額等を記載の上、封入し入

札を行ってください。入札金額は、契約期間を通じた総合計金額（消費税

及び地方消費税額抜き）を記入してください。

また、指定の入札書を使用するとともに、再度入札（原則として２回）

を行う可能性がありますので、準備してください。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額

を入札書に記載してください。

なお、落札は、予定価格内における最低価格入札者とします。

(3) 最低価格入札者が２者以上の場合は、くじ引きにより落札者を決定しま

す。

(4) この入札に係る費用は、すべて入札者の負担とします。

(5) 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、

入札を延期又は中止することがあります。

(6) その他、入札者は、別添「条件付一般競争入札参加者心得」に留意の上、

  入札に臨んでください。

【問い合わせ・送付先】

〒５１４－８６１１         

津市西丸之内２３番１号       

津市政策財務部財政課        

電話番号 ０５９－２２９－３１２４ 

ＦＡＸ  ０５９－２２９－３３８８ 

Ｅ－mail  229-3124@city.tsu.lg.jp 



津市公告第５８号

 津市農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１

２条第１項の規定により、次のとおり公告します。

  平成２７年４月２７日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 変更の内容

  農地から農業用施設用地への変更

２ 変更場所

土 地 の 所 在
面 積

用 途 区 分

大 字 字 地 番 変更前 変更後

渋見町 大坪 63 
376 ㎡

うち 376 ㎡
農地

農業用施設

用地

安濃町内多 皆広 3594 
1,033 ㎡

うち 1,033 ㎡
農地

農業用施設

用地

白山町北家城 八幡 1495 
1,360 ㎡

うち 1,360 ㎡
農地

農業用施設

用地



津市上下水道事業告示第１号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者から次のとおり給水装置工事の事業の

廃止の届出を受けたので、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１

８年水道事業管理規程第１４号）第１０条第２号の規定により告示する。 

  平成２７年４月２７日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

名  称 所 在 地 廃止年月日 

佐藤水道設備 津市白山町二俣２８４番地６ 平成２７年４月１日 



津市上下水道事業告示第２号 

  津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）第１１条第４項

の規定により、津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定したの

で、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程

第１４号）第１０条第１号の規定により告示する。 

  平成２７年４月２７日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

名  称 所 在 地 指定年月日 

有限会社ヤマコウ 四日市市下海老町３８１番地

８ 

平成２７年４月８日 



津市上下水道事業告示第３号 

  津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）第１１条第４項

の規定により、津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定したの

で、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程

第１４号）第１０条第１号の規定により告示する。 

  平成２７年４月２７日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

名  称 所 在 地 指定年月日 

株式会社島岡 松阪市京町 154 番地 11 平成２７年４月１０日 



津市上下水道事業公告第４号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２７年４月２０日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

記 

別紙のとおり 









津市教育委員会告示第４号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２７年４月１７日

  津市教育委員会

                        委員長 坪 井  守

１ 招集の日時 平成２７年４月２０日（月） 午後２時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 津市教育支援員会委員の委嘱について



津市選挙管理委員会告示第７５号 

 平成２７年４月２６日執行予定の津市長選挙における公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第１４４条の２第１項の規定によるポスター掲示

場を次のとおり設置したので、同条第４項の規定により告示する。 

  平成２７年４月１８日 

                  津市選挙管理委員会 

                  委員長 坂 口 賢 次 

 別紙のとおり 
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津市選挙管理委員会告示第７６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第

１項並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５

０分の１の数、同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙

権を有する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第

８０条第１項、第８１条第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数を次のとおり告示する。

平成２７年津市選挙管理委員会告示第４９号は廃止する。 

  平成２７年４月１８日 

                    津市選挙管理委員会 

                    委員長 坂 口 賢 次 

  １  ５ ０分の１の数     ４ ，５６１人      

２  ６ 分 の １ の 数    ３８，００２人

  ３  ３ 分 の １ の 数    ７６，００４人



津市選挙管理委員会告示第７７号

 平成２７年４月２６日執行の津市長選挙における選挙長及び選挙長に事故が

あり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を次のとお

り選任したので、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第８１条の規

定により告示する。

  平成２７年４月１９日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次 

１ 選挙長

      住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

      氏 名  坂 口 賢 次

 ２ 選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代

理すべき者

      住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

      氏 所  鈴 木 捷 功



津市選挙管理委員会告示第７８号

 平成２７年４月２６日執行の津市長選挙における期日前投票所を次のとおり

定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２第３項の

規定による読み替えて適用される第４１条第１項の規定により告示する。

  平成２７年４月１９日

                    津市選挙管理委員会    

委員長 坂 口 賢 次  

期日前 

投票所名 

期日前投票所を 

設ける期間 
期日前投票所の場所 

投票できる選挙人が登載されて

いる選挙人名簿の投票区 

第１期日前 

投票所 

平成２７年４月２０日 

から同年４月２５日まで 

津市本庁舎８階 

大会議室Ｂ 

第１～第１２０投票区 

第２期日前 

投票所 

平成２７年４月２０日 

から同年４月２５日まで 

津市河芸庁舎１階 

防災研修室 

第１～第１２０投票区

第３期日 

前投票所 

平成２７年４月２０日 

から同年４月２５日まで 

津市芸濃庁舎２階 

防災会議室 

第１～第１２０投票区

第４期日前 

投票所 

平成２７年４月２０日 

から同年４月２５日まで 

津市美里庁舎１階 

会議室 

第１～第１２０投票区

第５期日前 

投票所 

平成２７年４月２０日 

から同年４月２５日まで 

津市安濃庁舎２階 

会議室１・２ 

第１～第１２０投票区

第６期日前 

投票所 

平成２７年４月２０日 

から同年４月２５日まで 

津市久居庁舎１階 

１Ａ会議室 

第１～第１２０投票区

第７期日前 

投票所 

平成２７年４月２０日 

から同年４月２５日まで 

津市香良洲公民館１階 

大会議室 

第１～第１２０投票区

第８期日前 

投票所 

平成２７年４月２０日 

から同年４月２５日まで 

津市一志庁舎１階 

住民活動室 

第１～第１２０投票区

第９期日前 

投票所 

平成２７年４月２０日 

から同年４月２５日まで 

津市白山庁舎２階 

２０３会議室 

第１～第１２０投票区

第 10 期日前 

投票所 

平成２７年４月２０日 

から同年４月２５日まで 

津市美杉総合文化センター

会議室１ 

第１～第１２０投票区



津市選挙管理委員会告示第７９号

 平成２７年４月２６日執行の津市長選挙における投票所を次のとおり定めた

ので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４１条第１項の規定により

告示する。

  平成２７年４月１９日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次 

別紙のとおり
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津市選挙管理委員会告示第８０号

 平成２７年４月２６日執行の津市長選挙について、公職選挙法（昭和２５年

法律第１００号）第７９条第１項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併

せて行うこととするので、同条第２項の規定により告示する。 

  平成２７年４月１９日

                    津市選挙管理委員会    

委員長 坂 口 賢 次  



津市選挙管理委員会告示第８１号

 平成２７年４月２６日執行の津市長選挙における選挙会の場所及び日時を次

のとおり定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７８条の規

定により告示する。

  平成２７年４月１９日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次 

１ 開票の場所  津市安濃町田端上野８１８番地 

津市安濃中央総合公園内体育館

２ 開票の日時  平成２７年４月２６日 午後９時３０分から



津市選挙管理委員会告示第８２号

 平成２７年４月２６日執行の津市長選挙における候補者一人の選挙運動

に関する支出金額の制限額を公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

１９４条及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令８９号）第１２７条の規

定により次のとおり定めたので、同法第１９６条の規定により告示する。 

  平成２７年４月１９日

                    津市選挙管理委員会    

委員長 坂 口 賢 次  

支 出金額の制限額   １ ８，６００，０００円



津市選挙管理委員会告示第８３号 

 平成２７年４月２６日執行の津市長選挙おける期日前投票所の投票管理

者及び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、

その職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、公職選挙施行令（昭

和２５年政令第８９号）第４９条の７により読み替えて適用される同令第

２５条の規定により告示する。 

  平成２７年４月１９日 

                    津市選挙管理委員会 

                    委員長 坂 口 賢 次 

 別紙のとおり







津市選挙管理委員会告示第８４号

 平成２７年４月２６日執行の津市長選挙における投票管理者及び投票管

理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代

理すべき者を次のとおり選任したので、公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第２５条の規定により告示する。

  平成２７年４月１９日

                    津市選挙管理委員会    

                    委員長 坂 口 賢 次  

 別紙のとおり







津市選挙管理委員会告示第８５号

 平成２７年４月２６日執行の津市長選挙における選挙会の場所及び日時

を次のとおり定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７

８条の規定により告示する。 

平成２７年津市選挙管理委員会告示第８１号は廃止する。 

  平成２７年４月１９日

                    津市選挙管理委員会    

                    委員長 坂 口 賢 次   

１ 場所  津市西丸之内２３番１号 津市本庁舎８階 

大会議室Ａ

２ 日時  平成２７年４月２６日 午前１１時から



津市選挙管理委員会告示第８６号

 平成２７年４月２６日執行の津市長選挙において、次の者が当選人となった

ので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１０１条の３第２項の規定

により告示する。

  平成２７年４月２７日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

住   所 氏   名

津市東丸之内２７番８号 前葉 泰幸


